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推進協議会設置要綱（新旧対照表） 
改正案 現行 

推進協議会 設置要綱 

 

１．背景 

 将来の航空交通システムの構築に当たっては、航空交通量の増大や運航

者、利用者の多様化するニーズに的確に対応し、効率的な航空サービスの実

現を通じ我が国の経済の成長戦略に寄与していくとともに、地球温暖化対策

といった世界共通の課題にも積極的に対応していくことが求められている。

そのためには、現行の航空交通システムの大胆な変革が必要であり、産官学

の関係者から構成される研究会を設立し、世界の動向も踏まえながら様々な

角度から検討を重ね、「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（Ｃ

ＡＲＡＴＳ）」をとりまとめた。 

 今後、このＣＡＲＡＴＳについて、常に変化する社会的要請や国際的動向

に柔軟に対応するため、不断に見直しを行いつつ、将来の航空交通システム

への変革を具体的に実現していくことが必要である。 

 

２．設置の目的 

ＣＡＲＡＴＳに基づいて将来の航空交通システムを計画的に構築するた

めには、関係者間の連携により具体的な施策のロードマップを作成した上

で、短期的な施策から順次実施するとともに、長期的な施策については、計

画的に研究開発を進める必要がある。 

また、社会的要請や国際的動向の変化に対応した航空交通サービスの提供

を実現するため、このＣＡＲＡＴＳについて、不断に見直しを行う必要があ

推進協議会 設置要綱 

 

１．背景 

 将来の航空交通システムの構築に当たっては、航空交通量の増大や運航

者、利用者の多様化するニーズに的確に対応し、効率的な航空サービスの実

現を通じ我が国の経済の成長戦略に寄与していくとともに、地球温暖化対策

といった世界共通の課題にも積極的に対応していくことが求められている。

そのためには、現行の航空交通システムの大胆な変革が必要であり、産官学

の関係者から構成される研究会を設立し、世界の動向も踏まえながら様々な

角度から検討を重ね、「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（Ｃ

ＡＲＡＴＳ」をとりまとめた。 

 今後、このＣＡＲＡＴＳに基づき、将来の航空交通システムへの変革を具

体的に実現していくことが必要である。 

 

 

２．設置の目的 

 ＣＡＲＡＴＳに基づいて将来の航空交通システムを計画的に構築するた

めには、関係者間の連携により具体的な施策のロードマップを作成した上

で、短期的な施策から順次実施するとともに、長期的な施策については、計

画的に研究開発を進める必要がある。 
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る。 

 また、施策の推進に当たっては、指標の評価、分析を定期的に行うことに

より、目標の達成度を検証しながら効果的に進めていくことが重要である。 

ロードマップの作成や指標の設定、目標の達成度の検証に当たっては、航空

局だけではなく、学識経験者、運航者、研究機関、航空関連メーカー、関係

省庁等の関係者の協調が不可欠であることから、「将来の航空交通システム

に関する推進協議会」（以下推進協議会という）を設置することとする。 

 

３．検討項目 

（１）ＣＡＲＡＴＳの進捗確認及び見直し 

（２）具体的施策のロードマップの作成 

（３）具体的施策の実現にあたって産学官に求められる役割 

（４）目標の達成度を検証するための指標の作成、分析 

（５）その他ＣＡＲＡＴＳの推進に係ること 

 

４．構成メンバーについて 

構成メンバーは別添１のとおりとする。 

 

５．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

６．企画調整会議・ワーキンググループ等の設置 

推進協議会の下に、企画調整会議を設置する。また、必要に応じワーキン

ググループ等を設置することを可能とする。 

 

また、施策の推進に当たっては、指標の評価、分析を定期的に行うことに

より、目標の達成度を検証しながら効果的に進めていくことが重要である。 

ロードマップの作成や指標の設定、目標の達成度の検証に当たっては、航空

局だけではなく、学識経験者、運航者、研究機関、航空関連メーカー、関係

省庁等の関係者の協調が不可欠であることから、「将来の航空交通システム

に関する推進協議会」（以下推進協議会という）を設置することとする。 

 

３．検討項目 

 

（１）具体的施策のロードマップの作成 

（２）具体的施策の実現にあたって産学官に求められる役割 

（３）目標の達成度を検証するための指標の作成、分析 

（４）その他ＣＡＲＡＴＳの推進に係ること 

 

４．構成メンバーについて 

構成メンバーは別添１のとおりとする。 

 

５．事務局 

航空局管制保安部保安企画課に事務局を置く。 

 

６．企画調整会議・ワーキンググループの設置 

推進協議会の配下に、以下とおり、企画調整会議及びワーキンググループ

を設置する。各会議の設置要綱は別添２のとおりとする。 
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（１）企画調整会議 

（２）ワーキンググループ 

①航空交通管理ＷＧ 

②高密度運航ＷＧ 

③航空気象ＷＧ 

④小型航空機ＷＧ 

⑤情報管理ＷＧ 

⑥通信・航法・監視ＷＧ 

（※）必要に応じサブワーキンググループ等を設置することを可能とする。 

 

７．スケジュール 

・平成 22 年度 

６月  設立 

１１月頃 中間報告 

３月  ロードマップ、指標の策定 

    

（※）平成２３年度以降の推進体制、検討スケジュール等については、平成

２２年度末までに決定する。 
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企画調整会議設置要綱（新旧対照表） 
改正案 現行 

企画調整会議 設置要綱 

 

１．検討項目 

ＣＡＲＡＴＳの実現に向けた活動全般の企画（ＣＡＲＡＴＳの見直しを含

む。）、施策の優先順位付け、目標の達成状況の分析、各ワーキンググループ

等の活動の調整・とりまとめ、推進協議会の事前調整等を行う。 

 

 

２．構成メンバー 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

航空機製造者 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

企画調整会議 設置要綱 

 

１．検討項目 

ＣＡＲＡＴＳの実現に向けた活動全般の企画（費用対効果分析手法の検討

を含む）、施策の優先順位付け、目標の達成状況の分析、各ワーキンググル

ープの活動の調整・とりまとめ、年次活動報告書の作成、推進協議会の事前

調整等を行う。 

 

２．構成メンバー 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

  電子航法研究所 

  宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

  地上機器製造者 

航空機製造者 

（関係省庁） 

  防衛省 

気象庁 
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（航空局） 

  総務課企画室 

航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 

安全部安全政策課 

安全部安全企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部交通管制企画課マルチ航空モビリティ交通管制調整室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

 

 

 

 

３．ワーキンググループの設置 

企画調整会議の下に、ＣＡＲＡＴＳの実現に向けたロードマップに記載さ

（航空局） 

航空戦略課 

航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 

安全部官房参事官（航空安全） 

安全部安全企画課 

安全部運航安全課 

安全部航空機安全課 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課航空灯火・電気技術室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課飛行検査官 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

３．費用対効果分析手法検討分科会の設置 

企画調整会議の中に施策の費用対効果を分析するための手法に係る具体

的かつ詳細な検討を行うための、「費用対効果分析手法検討分科会」を設置

する。 

 

４．ＷＧの設置 

企画調整会議の下に、ＣＡＲＡＴＳの実現に向けたロードマップに記載さ
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れた施策について、導入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な

調査の実施、研究の推進その他必要な事項の検討等を行うため、以下のワー

キンググループを設置する。 

（１）ＡＴＭ検討ワーキンググループ 

（２）ＣＮＳ検討ワーキンググループ 

（３）ＤＸ推進ワーキンググループ 

（４）航空気象検討ワーキンググループ 

 

４．サブグループの設置 

企画調整会議の下に以下のサブワーキンググループを設置する。 

（１）指標・費用サブグループ 

（２）研究開発推進サブグループ 

（３）ＣＯ２削減推進サブグループ 

 

５．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

６．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

れた施策について、導入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な

調査の実施、研究の推進その他必要な事項の検討等を行うため、ＷＧを適宜

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

６．議長 

議長を構成メンバーの互選により選出する。 
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る者をもって充てる。 
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ＡＴＭ検討ワーキンググループ設置要綱（新旧対照表） 
改正案 現行 

ＡＴＭ検討ワーキンググループ 設置要綱 

 

１．検討項目 

 柔軟な空域運用、軌道の生成・修正、高密度運航に係る施策について、導

入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実施、研究の推

進その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 

 

 

 

 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

ＡＴＭ検討ＷＧ 設置要綱 

 

１．検討項目 

 柔軟な空域運用、軌道の生成・修正、高密度運航に係る施策について、導

入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実施、研究の推

進その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 構成メンバーは施策の検討等、必要に応じ、協議により変更できるものと

する。 

（学識経験者） 

東京都立大学 

茨城大学 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 
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航空機製造者 

データリンクサービスプロバイダ 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

（航空局） 

安全部安全政策課 

安全部航空機安全課航空機技術基準企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課及び管制課に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

航空機製造者 

データリンクサービスプロバイダ 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

（航空局） 

安全部安全政策課 

安全部航空機安全課航空機技術基準企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課航空灯火・電気技術室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課及び管制課に事務局を置く。 

 

４．WG リーダー等 
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（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

（WG リーダー） 

WG リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（WG サブリーダー） 

WG サブリーダーは、構成メンバーのうち WG リーダーが指名する者をも

って充てる。 

WG サブリーダーは WG リーダーを補佐し、必要なときは WG リーダーの職

務を代理することができる。 
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ＣＮＳ検討ワーキンググループ設置要綱（新旧対照表） 
改正案 現行 

ＣＮＳ検討ワーキンググループ 設置要綱（案） 

 

１．検討項目 

 通信・航法・監視（ＣＮＳ）に関連する施策について、技術的かつ専門的

な観点から導入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実

施、研究の推進その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 

 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

新聞航空懇談会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

通信サービスプロバイダ 

（関係省庁） 

防衛省 

ＣＮＳ検討ＷＧ 設置要綱（案） 

 

１．検討項目 

 通信・航法・監視（ＣＮＳ）に関連する施策について、技術的かつ専門的

な観点から導入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実

施、研究の推進その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 構成メンバーは施策の検討等、必要に応じ、協議により変更できるものと

する。 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

新聞航空懇談会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

通信サービスプロバイダ 

（関係省庁） 

防衛省 
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気象庁 

（空港管理者） 

成田国際空港株式会社 

中部国際空港株式会社 

（関連団体） 

航空保安無線システム協会 

（航空局） 

安全部安全政策課 

安全部航空機安全課航空機技術基準企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

航空局交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室に事務局を置く。 

 

気象庁 

（空港管理者） 

成田国際空港株式会社 

中部国際空港株式会社 

（関連団体） 

航空保安無線システム協会 

（航空局） 

安全部安全政策課 

安全部航空機安全課航空機技術基準企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課航空灯火・電気技術室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

航空局交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室に事務局を置く。 
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４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

４．WG リーダー等 

（WG リーダー） 

WG リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（WG サブリーダー） 

WG サブリーダーは、構成メンバーのうち WG リーダーが指名する者をも

って充てる。 

WG サブリーダーは WG リーダーを補佐し、必要なときは WG リーダーの職

務を代理することができる。 
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ＤＸ推進ワーキンググループ設置要綱（新旧対照表） 
改正案 現行 

ＤＸ推進ワーキンググループ 設置要綱 

 

１．検討項目 

（１）デジタル技術を活用した航空保安業務や空港場面管理のあり方 

（２）申請手続のデジタル化 

（３）その他、ＤＸの推進に関する施策の検討・意見交換・取組共有 

 

２．構成メンバー 

 

 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

IT サービス提供者 

（空港管理者） 

成田国際空港株式会社 

中部国際空港株式会社 

情報管理検討ＷＧ 設置要綱 

 

１．検討項目 

情報サービスの向上、情報共有基盤の構築に係る施策について、導入計画

の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実施、研究の推進その

他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 構成メンバーは施策の検討等、必要に応じ、協議により変更できるものと

する。 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

 

（空港管理者） 

成田国際空港株式会社 

中部国際空港株式会社 
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関西エアポート株式会社 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

（航空局） 

安全部安全企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部運用課航空情報センター 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

航空局交通管制部運用課及び管制情報処理システム室に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

新関西国際空港株式会社 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

（航空局） 

安全部安全企画課 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課航空灯火・電気技術室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部運用課航空情報センター 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

航空局交通管制部運用課及び管制情報処理システム室に事務局を置く。 

 

４．WG リーダー等 

（WG リーダー） 
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ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

WG リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（WG サブリーダー） 

WG サブリーダーは、構成メンバーのうち WG リーダーが指名する者をも

って充てる。 

WG サブリーダーは WG リーダーを補佐し、必要なときは WG リーダーの

職務を代理することができる。 
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航空気象検討ワーキンググループ（新旧対照表） 
改正案 現行 

航空気象検討ワーキンググループ 設置要綱 

 

１．検討項目 

  気象観測情報及び気象予測情報の高度化等に係る施策について、導入計

画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実施、研究の推進

その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 

 

（運航者） 

定期航空協会  

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

民間気象事業者 

（関係省庁） 

気象庁 

航空気象検討ＷＧ 設置要綱 

 

１．検討項目 

  気象観測情報及び気象予測情報の高度化等に係る施策について、導入計

画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な調査の実施、研究の推進

その他必要な事項の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

  構成メンバーは施策の検討等、必要に応じ、協議により変更できるもの

とする。 

（運航者） 

定期航空協会  

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

 

（関係省庁） 

気象庁 
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（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

航空局交通管制部運用課、交通管制企画課と気象庁総務部航空気象管理

官に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

航空局交通管制部運用課、交通管制企画課と気象庁総務部航空気象管理

官に事務局を置く。 

 

４．WG リーダー等 

（WG リーダー） 

WG リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（WG サブリーダー） 

WG サブリーダーは、構成メンバーのうち WG リーダーが指名する者をも

って充てる。 

WG サブリーダーは WG リーダーを補佐し、必要なときは WG リーダーの

職務を代理することができる。 
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指標・費用サブグループ（新旧対照表） 
改正案 現行 

指標・費用サブグループ 設置要綱 

 

１．検討項目 

施策の費用対効果を分析するための共通的な手法及び指標の分析に係る

具体的かつ詳細な検討を行う。 

 

２．構成メンバー 

 

 

 

 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

（関係省庁） 

気象庁 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

指標・費用ＳＧ 設置要綱 

 

１．検討項目 

施策の費用対効果を分析するための共通的な手法及び指標の分析に係る

具体的かつ詳細な検討を行う。 

 

２．構成メンバー 

構成メンバーは課題の検討等、必要に応じ、協議により変更できるもの

とする。 

（学識経験者） 

茨城大学 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

（関係省庁） 

気象庁 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 
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交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

４．分科会リーダー等 

（分科会リーダー） 

分科会リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（分科会サブリーダー） 

分科会サブリーダーは、構成メンバーのうち分科会リーダーが指名する

者をもって充てる。 

分科会サブリーダーは分科会リーダーを補佐し、必要なときは分科会リ

ーダーの職務を代理することができる。 
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研究開発推進サブグループ（新旧対照表） 
改正案 現行 

研究開発推進サブグループ 設置要綱（案） 

 

１．検討項目 

研究開発に必要な情報の共有、施策の実現に向けて解決が必要な技術課

題の総合調整、関係機関の連携強化、研究開発促進策の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

 

  

 

 

 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

航空機製造者 

（関係省庁） 

研究開発推進ＳＧ 設置要綱（案） 

 

１．検討項目 

研究開発に必要な情報の共有、施策の実現に向けて解決が必要な技術課

題の総合調整、関係機関の連携強化、研究開発促進策の検討等を行う。 

 

２．構成メンバー 

構成メンバーは課題検討等の必要に応じ、協議により変更できるものと

する。  

（学識経験者） 

首都大学東京 

茨城大学 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

航空機製造者 

（関係省庁） 
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気象庁 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．事務局 

電子航法研究所、宇宙航空研究開発機構並びに航空局交通管制部交通管

制企画課及び管制技術課航行支援技術高度化企画室に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

気象庁 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

 

 

 

３．事務局 

電子航法研究所、宇宙航空研究開発機構並びに航空局交通管制部交通管

制企画課及び管制技術課航行支援技術高度化企画室に事務局を置く。 

 

４．SG リーダー等 

（SG リーダー） 

SG リーダーを構成メンバーの互選により選出する。 

（SG サブリーダー） 

SG サブリーダーは、構成メンバーのうち SG リーダーが指名する者をも

って充てる。 

SG サブリーダーは SG リーダーを補佐し、必要なときは SG リーダーの

職務を代理することができる。 

 


